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１ 調達案件の概要 

(1) 調達件名 

国有林野情報管理システムのマルチブラウザ対応改修業務 

 

(2) 調達の背景 

林野庁国有林野部経営企画課（以下「担当部署」という。）では、電子政府構築計画（平成15年

7月17日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。平成16年6月14日一部改定）に基づき、

国有林野事業の事務を効率的に処理するために業務・システムの最適化を行い、2007 年度から現行

の国有林野情報管理システム（以下「現行システム」という。）の運用を開始している。 

現行システムは、現在約 4,300 人の職員および指定調査機関が利用しており、国有林野事業を実

施する上で必要不可欠なシステムとなっている。 

 

2018 年 6⽉には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利⽤に係る基本⽅針」が決定

（最終改定は、2023 年 9 月 29 日）された。この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が

政府⽅針として出されている。 

これらの状況を踏まえ、本システムはパブリッククラウドを利用している。 

 

農林水産省では、政府全体の動向や利⽤者視点に⽴った、あるべき農林⽔産⾏政の姿を踏まえ、

令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタ

ル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」（令和 4年 10月５日に農林水産省行政情報化推進委

員会決定）を策定した。情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林⽔産

省クラウド（以下「MAFF クラウド」という。）を利用することを前提としたパブリッククラウドへ

の移⾏を進めることとしている。 

本システムでは MAFF クラウドを利用しており、MAFF クラウドでは、パブリッククラウドへの移

⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能を提供するとともに、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤等の

⼀連の⼯程における、PMO による PJMO への総合的な⽀援活動を実施する。なお、総合的な技術支援

を行う組織を MAFF クラウド CoE と言う。 

引き続き、本システムでは MAFF クラウドを利用することを前提とする。 

 

現行システムは、この方針に沿って令和 5年 9月 19 日から、MAFF クラウド（Amazon Web Service）

を運用基盤として利用しているところであり、高い柔軟性とコストメリットを享受できる状況にあ

る。しかしながら、現行システムの業務アプリケーション部分については古いつくりのままとなっ

ており、対応ブラウザが Google Chrome（以下、Chrome）のみとなっている。 

 

農林水産省の利用端末は省独自調達の端末から、デジタル庁で調達する GSS 端末に移行済みであ
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る。GSS 端末では、ソフトウェアの利用について農林水産省で制御できない面があり、これはウェ

ブブラウザも同様である。このため GSS 端末へ移行後 Chrome の使用を禁止されるリスクが顕在化し

ている。 

 

国有林野事業の継続のためには、1 つのブラウザの利用が禁止されても業務が停止しないように

現行システムを複数のブラウザで利用できるように改修する必要がある。 

 

(3) 調達目的及び調達の期待する効果 

本調達は、現行システムの利用環境として対応しているウェブブラウザを Chrome のみから、

Chrome と Microsoft Edge（以下、Edge）の 2 ブラウザに拡大する改修を行うものである。これによ

り、農林水産省が制御できないウェブブラウザの使用禁止等による業務停止のリスクを低減するこ

とが目的である。 

 

(4) 業務・情報システムの概要 

現行システムは、林野庁、森林管理局・森林管理署等の職員が、伐採・造林等の事業実行の管理、

経理事務の処理、地域の国有林面積等の森林情報の管理等を行うために活用しているものであり、

日々の業務の遂行に必要な基幹的システムである。国有林野業務及び国有林野情報管理システムの

概要は図１(4)-1、現状の各サブシステムのデータ連携は図１(4)-2 のとおりである。また、現状で

想定される次期システムの構成図は図１(4)-3 のとおりである。本図は現時点の現行システムの状

況を表している。なお、本書における国有林 GIS は、令和 6 年度中に利用終了予定の「国有林 GIS

（国有林野地理情報システム）」と、令和 3 年度から新たに稼働した「新たな国有林 GIS（国有林

地理情報高度化システム）」の総称である。 

 
図１(4)-1 国有林野事業及び国有林野情報管理システムの概要 
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図１(4)-2 現状の各サブシステムのデータ連携 

 

(5) 契約期間 

契約締結の日から令和6年10月 31日まで。なお、契約締結の日は令和6年3月を想定している。 

 

(6) 作業スケジュール 

作業スケジュールは以下を想定している。具体的な作業スケジュールについては担当部署および、

運用保守事業者とも協議して決定する。 

 

※全サブと連携 （※矢印はデータの流れを示す。）

１ 森林情報管理
調査簿
沿⾰簿
伐採造林計画簿

⼩班実⾏管理リ
スト
施⾏履歴 等

１４分収育林
分収林履歴表

費⽤負担者⼀覧表等

１３ 貸付・使⽤等管理
台帳 等

１ ５ 業務共通

２ 収穫
各種野帳等

４ 林道
台帳 等

事業統計

５ ⽴⽊販売
評定調書等

８樹⽊採取権
算定調書等

更新

３ 造林
造林調整簿等

更新

保安林管理 境界管理保護林管理 治⼭分収造林 財産管理 物品管理共⽣林管理

６ 製品⽣産
⽣産完了報告書
請負契約書等

７ 製品販売
評定調書等

システムへのアクセス数
(2021年度）：約140万件

⼩班数：
約100万⼩班

１１ 収⼊管理
債務者情報⼀覧

契約管理リスト
収納状況⼀覧表等

１２ 決算
※操作機能停⽌中

ADAMS

１０⽀出管理
債主情報⼀覧

国庫⾦振込明細表等

９ 歳出予算管理
⽀出負担⾏為⽰達⼀覧表等

経理

市況価
格評定

契約件数
(2021年度）： 約６万件

1

ユーザー数：
林野庁、森林管理局署等の 約4,300ユーザー
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２ 調達案件及び関連調達案件 

(1) 調達範囲 

本調達では、国有林野情報管理システムのマルチブラウザ対応改修業務を行うものとする。 

契約締結後、運用・保守事業者と調整の上、アプリケーション改修を行うものとする。改修にか

かる開発環境等の利用に必要となるクラウド費用について、受託者の負担とする。 

 

関係する事業者は以下のとおりである。 

令和 6 年 3月までの運用・保守事業者：富士ソフト株式会社 

令和 6 年 4月からの運用・保守事業者：入札による 

関係するミドルウェアの保守契約：富士通株式会社 

（本調達とは別の契約として富士通株式会社と林野庁が締結予定） 

 

(2) 調達案件の一覧 

調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は表２(2)-1 及び図

２(2)-2 のとおりであり、次期システムの運用開始は 2026 年（令和 8 年）6 月 30 日を予定してい

る。 

表２(2)-1 調達案件一覧 

No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 

意見招請 

入札公告 

落札者決定 

契約期間 

現行システム（本業務の対象システム） 

1 

令和 5 年度 国有林野情報管理シ

ステムに係る運用・保守及びク

ラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 5 年 

8 月 28 日 
富士ソフト㈱ 

令和 5年 8 月から 

令和 6年 3 月まで 

2 

令和 6～8 年度国有林野情報管理

システムに係る運用・保守及び

クラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 6 年 

4 月 1 日 

令和 5年 10 月頃 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 8年 6 月まで 

3 
国有林野情報管理システムのマ

ルチブラウザ対応改修業務 

一般競争入札 

（最低価格） 

令和 6 年 

3 月頃 

- 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 6年 10 月まで 

次期システム 

4 
令和６～８年度 次期国有林野

情報管理システム設計・構築及

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 6 年 

4 月 1 日 

令和 5年 10 月 10 日 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 9年 3 月まで 
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No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 

意見招請 

入札公告 

落札者決定 

契約期間 

びクラウドサービス提供業務 令和 6年 3 月頃 

5 
次期国有林野情報管理システム

の構築に係る事前資料整備業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 6 年 

3 月頃 

- 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 6年 10 月まで 

6 

令和 9 年度 次期国有林野情報

管理システムに係る運用・保守

及びクラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 9 年 

4 月 1 日 

- 

令和 8年 11 月頃 

令和 9年 3 月頃 

令和 9年 4 月から 

令和 10 年 3 月まで 

 

 

図２(2)-2 調達スケジュール 

 

(3) 調達案件間の入札制限 

現時点で本調達と、前項記載の調達案件間の入札制限はない。その他、詳細については「８(6)

入札制限」も参照すること。 

  

対象システム
利用基盤

調達案件名（予定名） 調達方式
2023年度

(R5)
2024年度

(R6)
2025年度

(R7)
2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

1
令和5年度 国有林野情報管理シス
テムに係る運用・保守及びクラウ
ドサービス提供業務

総合評価
落札方式

2
令和6～8年度国有林野情報管理シ
ステムに係る運用・保守及びクラ
ウドサービス提供業務

総合評価
落札方式

3
国有林野情報管理システムのマル
チブラウザ対応改修業務

最低価格
落札方式

4
令和6～8年度次期国有林野情報管
理システム設計・構築及びクラウ
ドサービス提供等業務

総合評価
落札方式

5
次期国有林野情報管理システムの
構築に係る事前資料整備業務

総合評価
落札方式

6
令和9年度 次期国有林野情報管
理システムに係る運用・保守及び
クラウドサービス提供業務

総合評価
落札方式

現行システム（本業務の対象システム）
MAFFクラウド（パブリッククラウド（AWS））

次期システム
ISMAPに登録された基盤

現行システムの利用終了

運用
及び保守

調達 運用及び保守

調達 設計・開発

調達 運用及び保守

調達

運用及び保守

調達 改修

調達 資料整備

本調達
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３ 情報システムに求める要件 

本業務の実施に当たっては、「別紙１ 作業項目書」の各内容を満たすこと。 

 

４ 作業の実施内容 

受注者は「別紙１ 作業項目書」の各内容を満たすように業務アプリケーションの改修を行うこと。

そのほかの作業の実施内容は、次の各号のとおりである。 

 

(1) 設計・開発実施計画書等の作成 

受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、農林水産省の指示

に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、農林水産省の承認を受け

ること。 

なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は、デジタル・ガバメント推進

標準ガイドライン「第７章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。 

 

(2) 設計 

受注者は、「別紙１ 作業項目書」の各内容を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、

成果物について担当部署の承認を受けること。 

 

(3) 開発・テスト 

ア 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施する

ため、プログラミング等のルールを定めた標準（標準コーディング規約、セキュアコーディ

ング規約等）を定め、担当部署の確認を受けること。 

イ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法

（例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査

等についての実施主体、手順、方法等）を定め、担当部署の確認を受けること。 

ウ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作

業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作

成し、担当部署の承認を受けること。 

エ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開

発、テストを行うこと。 

オ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況及びその結果を「テスト結果報告

書」を成果物として担当部署に提出すること。 

カ 受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。 

キ 受注者は、本改修によって操作手順書（一般利用者向け及び情報システム管理者向け）の記

載内容と実際の業務アプリケーションの操作手順が乖離した場合、操作手順書の修正を行う
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こと。 

(4) 受入テスト支援 

ア 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を

行うこと。 

イ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこ

と。 

ウ 受注者は、農林水産省の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含め

て、テスト計画書作成の支援を行うこと。 

 

(5) 引継ぎ 

受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者

に対して確実な引継ぎを行うこと。 

 

(6) 定例会等の実施 

ア 受注者は、契約後10日（行政機関の休日を含まない。）以内に、設計・開発実施計画書等の

案について、担当部署及びステークホルダー等に説明し、認識共有を図ること等を目的とす

るキックオフ会議を開催すること。 

イ 受注者は、定例会を隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告す

ること。 

ウ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の

上、定例会とは別に会議を開催すること。 

エ 受注者は、会議終了後、3日以内（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年

法律第91号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）を除く。）に議事録を作成し、担当部

署の承認を受けること。 

 

(7) コミュニケーションツールの準備 

本業務のコミュニケーションツールは担当部署が用意する Microsoft Teams と、Slack が、利用

可能であるため、原則これを利用すること。 

 

(8) 業務の完了 

受注者はすべての業務が完了したときに、担当部署に業務の完了を報告すること。 

 

(9) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出 

受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。

最終改定：2023 年 3 月 31 日)の「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提
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出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標

準シートを提出すること。 

受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙２ 情報システムの経費区分」に

基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出す

ること。 

受注者は、標準ガイドライン「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出

等に関する作業」に基づき担当部署から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合、次に掲

げる事項について記載した様式について、担当部署が定める時期に、提出すること。 

ア ハードウェアの管理 

情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守

期限等 

イ ソフトウェアの管理 

情報システムを構成するソフトウェア製品の名称（エディションを含む。）、バージョン、

ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等 

ウ 回線の管理 

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネット

ワーク帯域等 

エ 外部サービスの管理 

情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サー

ビス利用形態、使用期間等 

オ 施設の管理 

情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用い

る区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等 

カ 公開ドメインの管理 

情報システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、有効期限等 

キ 取扱情報の管理 

情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等 

ク 情報セキュリティ要件の管理 

情報システムの情報セキュリティ要件 

ケ 指標の管理 

情報システムの運用及び保守の間、把握すべきＫＰＩ名、ＫＰＩの分類、計画値等の案 

コ 各データの変更管理 

情報システムの運用及び保守において、上記各項目についてその内容に変更が生じる作業を

したときは、当該変更を行った項目 

サ 作業実績等の管理 
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情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由 

シ スケジュールや工数の管理 

スケジュールや工数等の計画値及び実績値 

 

(10) 成果物 

ア 成果物名 

本業務の成果物を表４(10)に示す。 

表４(10) 成果物一覧 

No. 記載箇所 成果物名 納品期日 

1 4(3) 
ソースコード一式・実行プログラム一式・設計書

一式・Software Bill of Materials 
令和 6年 10 月 31 日 

2 4(3) テスト計画書、テスト結果報告書 テスト開始前、終了後 

3 4(3) 
操作手順書（一般利用者向け及び情報システム管

理者向け） 

受入テスト開始前及び

令和 6年 10 月 31 日 

4 4(5) 
引継ぎ書（設計・開発の設計書、作業経緯、残存

課題等） 
令和 6年 9月 30 日 

5 4(6) 設計・開発実施計画書 契約締結後 10 日以内 

6 4(6) 議事録及び会議資料一式 会議終了後 3日以内 

7 - 本業務における作成データ 
作成・修正時適宜及び

令和 6年 10 月 31 日 

8 4(8) 業務完了報告書 令和 6年 10 月 31 日 

9 4(9) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シート 

契約締結後 5日以内及

び担当部署の求めに応

じ適宜 

10 6(2) 個人情報の取扱いに関する事項の書面 
個人情報の取扱いを開

始する前 

 

イ 成果物の説明 

○設計・開発実施計画書 

受注者は、本調達仕様書、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、解説書から、本業

務の作業内容を把握した上で、契約日の翌日から 10 日（行政機関の休日を含まない。）以内に

設計・開発実施計画書を作成して提出すること。なお、設計・開発実施計画書には、以下の内

容を記述し、設計・開発実施計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更
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内容とともに修正された設計・開発実施計画書を担当部署に書面にて届け出て承認を得ること。

また、受注者は、承認を得た設計・開発実施計画書に基づき、本業務に係るコミュニケーショ

ン管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セ

キュリティ対策を行うこと。 

① 全体スケジュール（作業工程名、各作業工程の実施内容、実施期間、作業担当、各作業工程

の完了条件を含む。） 

② WBS 及び詳細スケジュール（作成した WBS を元に、各作業の関連性（作業間の依存関係が明

確になるようにスケジュールをガントチャートとして記述し、明確にすること。）、作業担

当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係を踏まえ整理するもの。） 

③ プロジェクト体制図（要員数、要員の経験・スキル、連絡先、作業計画と要員配置との対応

関係も含む。） 

④ 会議体ルール 

⑤ コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

⑥ 本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系 

⑦ ドキュメント管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

⑧ 情報セキュリティ管理（委託先等を含む。） 

⑨ 作業体制の管理手法 

⑩ 品質管理、品質基準の設定 

⑪ リスク管理 

⑫ 課題管理 

⑬ 変更管理 

 

○本業務における作成データ 

担当部署の求めに応じて作成した全てのデータを提出すること。例えば会議資料を作成する

ために利用した元の生データ、テストデータ、本業務に関連して作成した資料を想定している。 

 

○設計書一式 

本システムを構築するための書類一式。例として以下のものを想定している。「ソフトウェ

ア一覧・ソフトウェア構成図・ハードウェア構成一覧・システム構成図・情報システム関連

図・ネットワーク構成図・画面一覧・画面遷移図・画面仕様・帳票一覧・帳票仕様・ER 図・

CRUD 図・データモデル・テーブル一覧・テーブル定義・外部インタフェース一覧・外部インタ

フェース仕様・プログラム一覧・アプリケーション仕様・バッチ仕様・インフラ設計・パラ

メータシート・情報セキュリティ設計・UI/UX 設計・運用・保守設計・運用設定書・運用手順書」 

 

○運用・保守作業計画書および運用・保守作業実施要領の改定案 
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仕様書、提案書及び設計内容を踏まえ運用・保守に関する事項を、作業の概要、体制、スケ

ジュール等を記述したもの。Software Bill of Materials を含む。 

 

○情報セキュリティ管理計画書 

本業務を遂行する上での情報セキュリティの管理方法等について記述したもの 

 

○パラメータシート 

インフラ設計の内容に則り、設定内容（パラメータ）が記載されたドキュメント 

クラウド環境構築の際のパラメータシートには、少なくとも以下の内容を含むようにしてく

ださい。 

・ドメイン、アカウント、テナント、サブスクリプション、リソースグループ等の基本情報 

・IP アドレス管理 

・利用するサービスで設定できるすべてのパラメータ 

例：マネージメントコンソールの EC２画面で入力できるすべての項目が記載できるパラメー

タシート。このパラメータ情報を元に、Cloud Formation の設定ファイルが作成できること 

・IaC で構築した際に作成された定義ファイル（Cloud Formation） 

・パッチ適用設定ファイル（SSM patch manager） 

 

ウ 成果物の納品方法 

成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されること

が一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 

用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について（令和 4

年 1 月 11 日内閣文第 1号内閣官房長官通知）」を参考にすること。 

情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にすること。 

成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、担当部署から特別に示す場合を除き、原

則紙媒体は正１部・副１部、電磁的記録媒体は２部を納品すること。 

紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列４番とするが、必

要に応じて日本産業規格 A 列３番を使用すること。 

電磁的記録媒体の納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。 

納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 

成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 

成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、

安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う

などして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、
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対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月

日）を記載したラベルを貼り付けること。 

 

エ 成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を

別途指示する場合はこの限りではない。 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 林野庁経営企画課 

 

オ その他 

本事業で作成した資料等について、納品前であっても発注者の求めに応じ、発注者の業務に

必要な範囲で利用可能とすること。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。 
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５ 作業の実施体制・方法 

(1) 作業実施体制 

本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制の役割は図５(1)-1、表５(1)-2 及び表

５(1)-3 のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議

の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制

とは別に作成すること。 

 

図５(1)-1 業務の推進体制 

 

表５(1)-2 本業務における組織等の役割 
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組織等 本業務における役割 

PJMO（担当部署） 林野庁 国有林野部 経営企画課 
国有林野情報管理システムの管理組織として、本業務の進捗等を管
理する。 

本業務の受注者 本業務を実施する。 

制度・業務見直しメ

ンバー 

国有林野情報管理システムの各サブシステム担当として業務要件の
整理などを行うとともに、必要に応じてエンドユーザーとのコミュ
ニケーションを行う。 

現行システム運用・

保守事業者 

担当部署を通じて、現行システムの情報提供に係る支援を行う。 

PMO 農林水産省の全体管理組織。クラウド利用を含む情報システムに関
する各 PJMO からの問い合わせを受け、対応、助言・指導等を行う。 

MAFF クラウド CoE 担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及び MAFF クラウ
ド利用に係る技術的な支援を行う。 

 

表５(1)-3 本業務受注者に求める作業実施体制の役割 

組織等 本業務における役割 

業務遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組
織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 
原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。 
本業務の委託期間中は専任でこれに当たるものとする。 

品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担
う。 

情報管理責任者 本業務の情報取扱い全てに関する監督を担う。 

チームリーダー 本業務おいて作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調
整を図る。 

業務担当者 本業務の実務を担当する。 

 

(2) 作業要員に求める資格等の要件 

受注者は、本業務の業務遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示す資格・経験を持つ人員

を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制を構築すること。また、担当す

る職務に応じて業務を効率的・効果的に推進する業務遂行能力を有すること。加えて、作業要員に

求める資格試験のシラバス等に示される内容に即した技術・知識・実務能力を有すること。 

ア 受注者における業務遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験

の合格者又は技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工学を選択科目とする

者））の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等

において明らかな者については、これを認める場合がある（その根拠を明確に示し、担当部

署の理解を得ること。）。 

イ 受注者におけるチームリーダーは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験

年数を5年以上有すること。また、その中でリーダークラスとしての経験を1件以上有するこ
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と。 

ウ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験

区分の合格者を１名以上必要な人数含むこと。なお、同一人が全ての試験区分に合格してい

ることを求めるものではない。 

① システムアーキテクト試験 

② データベーススペシャリスト試験 

③ ネットワークスペシャリスト試験 

エ 受注者における設計・開発を行う担当者には、情報処理安全確保支援士の登録を受けている

者又は同等の資格を有する者を含むこと。 

オ パブリッククラウドを利用する情報システムの要件定義、設計・開発等を担当するチームの

チームリーダー及び担当メンバーは以下の資格を有するものを含めること。 

① チームリーダーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサー

ビスプロバイダーの認定技術者としての上級資格[*1] を有する者を 1 名以上配置するこ

と。なお、チームリーダーの資格は全体リーダーまたはパブリッククラウド上での情報シ

ステム構築期間中に専任でチームリーダーを支援する要員が保有していることでも可とす

る。または、クラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス（AWS プロ

フェッショナルサービス、Azure 有償サポート）の利用での対応も可とする。 

② チームリーダーは、フロントエンドアプリケーション技術の知識と開発経験、具体的に

は、バックエンドとの連携に関する基礎知識、及び Apache Tomcat などを使用したシステ

ムにおけるウェブアプリケーション開発経験を有すること。 

③ 担当メンバーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービ

スプロバイダーの認定技術者としての中級資格[*2] 以上を有する者を 1 名以上配置するこ

と。 

*1 AWS Certified Solutions Architect – Professional 

  Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert 

*2 AWS Certified Solutions Architect – Associate 

  Microsoft Certified:Azure Administrator Associate 

カ 受注者における設計・開発を行う担当者は、古いJavaの知識を持つ者を充てること。 

 

(3) 作業場所 

本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責

任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものと

する。 

 

(4) 作業の管理に関する要領 




